秋の臨時国会で、えん罪犠牲者を早期に救済する
再審法改正の実現を求める要請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本国民救援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国民生活の向上にご尽力されていることに、心より敬意を表します。冤罪犠牲者を早期に救済するために、「再審法改正（刑事訴訟法の一部改正）」（以下、再審法改正案と略す）について、臨時国会で成立させるためのご尽力をお願いしたく、要請いたします。
私たちは、冤罪を生まない司法制度の実現と、冤罪被害者の救済をめざして活動している人権団体の日本国民救援会です。国民救援会は、１９２８年に創立され、今年で９７年を迎えました。冤罪事件のたたかいでは、古くは八海事件をはじめ免田、財田川、松山、島田の各事件、そして昨年９月に戦後５件目の死刑再審無罪となった袴田事件も支援してきました。また、近年では、足利、東電「OL」殺人、布川、東住吉、松橋、湖東、福井、乳腺外科医師事件など、相次いで再審無罪となった多くの事件について、事実と道理に則して支援してきました。こうした活動を通じて、現行の再審制度には多くの不備があることが明らかとなり、刑事訴訟法の再審に関する規定を改正するために、私たちは草の根から運動をすすめています。
再審法改正案のポイント
再審法改正法案は、先の第２１７回通常国会で野党６党の議員により提出され、今国会に継続審議となっています。この法案は、袴田事件や福井女子中学生殺人事件など４０年から５０年以上もかかって、やっと無実を明らかにできた事件の教訓から生み出された改正案です。そして、昨年３月に結成された「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」は、文字通り超党派の国会議員が結集しています。この議連が何度も検討会を重ね腐心して出来上がったのが継続審議となっている法案です。この法案は、冤罪被害者を早期に救済するために各党が合意できる最小必要限度に絞った改正案となっており、以下の四つの骨子で構成されています。
(1)検察官保管証拠の請求または裁判官の職権による開示命令
(2)再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
(3)再審請求の期日指定など手続規定の整備
(4)請求審の対象事件に何らかの関与をした裁判官の排斥ないし忌避の権利
これは、長年にわたって苦しみを味わった多くの冤罪犠牲者の、血の滲むような経験から生み出された教訓の法案化です。

法務省の動きは流れに逆行します
一方、当初法改正に否定的だった法務省が突然、法制審・刑事法（再審関係）部会を招請し、再審に関する審議を始めました。ところが法制審の再審法関係部会の議論は、「超党派の国会議員連盟」や私たちが求めている法改正の内容とは真逆の、冤罪救済に後ろ向きの意見が飛び交っています。例えば、証拠開示の要件を新証拠に関連したものに厳しく制限し、さらに開示された証拠については「目的外使用の禁止」を規定し、再審事件の弁護活動や支援活動に制限を加える議論さえ行われています。もし、このような意見が通ることになれば、現行法よりも悪くなりかねません。そうなれば、福井女子中学殺人事件の無罪証拠となった「捜査報告書」などは開示証拠の対象から外されて、証拠として出てこないことになります。また、開示証拠の「目的外使用の禁止」となれば、袴田事件の犯行着衣とされた「５点の衣類」のカラー写真や、取り調べの録音テープを支援活動の中で使用することが禁止されます。袴田事件の再審開始の糸口となったのは、市民が始めた衣類の味噌漬け実験でした。こうした善意にもとづく市民による確定判決の誤りを検証することが封じられてしまいます。
また、再審申し立て準備のための証拠開示について意見を述べ、「通常審とのバランス」を考慮すべきなどと学者委員が擁護する意見が飛び交っています。これは再審準備のための証拠閲覧で無罪証拠を発見した松橋事件の教訓が無視され、冤罪事件の救済に蓋をするようなものです。
法改正は議員立法で
この法制審・刑事法（再審関係）部会の動きは、せっかく動き出した再審制度見直しの流れの前に、突如あらわれた逆走車のような存在です。法改正の議論の主導権を握り、改正は愚か現状よりも後退させようとの企図は明らかです。このような妨害に惑わされずに、国権の最高機関、唯一の立法機関としての矜恃をもって、再審法案の審議を速やかに進めていただきたいと願います。
時事通信が再審に関する論文を出した研究者に対して行ったアンケートでは、回答した全員が再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止及び、証拠開示に関して賛同しているとの結果を明らかにしています。
現在、今臨時国会に継続審議となった再審法改正法案は、無実の人が処罰されているという、法治国家として絶対に放置できない不正義をただすものであり、人権救済のため緊急を要する法案です。最優先で審議し、可決することを重ねて要請致します。

２０２５年１１月２０日
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